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カ
イ
ザ
ー
”
シ
ェ
ッ
ヒ

　
『
犯
罪
学
少
年
刑
法
行
刑
第
五
版
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
一
年
）

カ
イ
ザ
ー
”
シ
ェ
ッ
ヒ

　
『
行
刑
第
五
版
』
（
二
〇
〇
二
年
）

一
　
今
回
取
り
上
げ
る
犯
罪
学
関
係
の
二
著
の
筆
者
、
カ
イ
ザ
ー
と

シ
ェ
ッ
ヒ
は
、
共
に
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ハ
ン
ス
・
ゲ
ッ
ピ

ン
ガ
ー
が
、
一
九
六
二
年
に
創
設
し
た
犯
罪
学
研
究
所
で
助
手
を
勤

め
、
薫
陶
を
受
け
、
そ
の
学
問
的
後
継
者
と
し
て
巣
立
ち
、
ド
イ
ツ

の
犯
罪
学
・
刑
事
政
策
を
支
え
、
推
進
し
て
来
た
優
れ
た
研
究
者
で

あ
る
。

　
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
は
、
「
統
合
科
学
的
・
経
験
的
犯
罪
学
」
を
提
唱

し
、
そ
の
実
証
研
究
と
し
て
「
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
若
年
犯
罪
者
研

究
」
を
実
施
し
、
犯
罪
原
因
論
に
新
た
な
局
面
を
開
こ
う
と
し
、

「
ド
イ
ツ
学
術
補
助
財
団
」
の
協
力
を
得
て
、
膨
大
な
資
金
と
労
力

を
つ
ぎ
込
み
、
青
少
年
・
若
年
成
人
の
犯
罪
者
と
比
較
群
を
対
象
に

し
た
調
査
研
究
を
試
み
た
こ
と
で
有
名
な
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
研

究
は
、
結
局
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
研
究
所
か
ら
巣
立
っ
た
人
々

が
、
ド
イ
ツ
の
各
大
学
で
教
授
と
し
て
活
躍
し
、
ド
イ
ツ
の
犯
罪
学

の
展
開
と
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
大
き

な
仕
事
を
残
し
た
。

ニ
　
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
犯
罪
学
研
究
所
で
助
手
を
勤
め
、
業
績

を
認
め
ら
れ
て
研
究
者
の
道
へ
と
進
ん
だ
そ
の
門
下
の
大
学
教
授
は

極
め
て
多
数
で
あ
る
。
カ
イ
ザ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
に
、
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
・
外
国
・
国
際
刑
法
研
究
所
の
犯
罪

学
部
門
の
所
長
と
な
り
、
そ
の
指
導
の
下
で
、
国
際
的
に
高
く
評
価

さ
れ
た
多
く
の
業
績
を
残
し
、
多
数
の
後
継
者
を
育
成
し
た
。
シ
ェ

ッ
ヒ
は
、
一
九
七
四
年
に
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
に
招
聰
さ

れ
、
犯
罪
学
・
行
刑
研
究
所
を
設
立
し
、
優
れ
た
業
績
を
上
げ
る
と

共
に
、
多
数
の
学
位
論
文
を
指
導
し
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
の
水
準

を
高
め
る
の
に
大
い
に
貢
献
し
、
一
九
九
四
年
に
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
“

シ
ュ
プ
リ
ン
ゴ
ル
ム
の
後
任
と
し
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
に
就

任
し
、
犯
罪
学
研
究
所
を
主
宰
し
て
い
る
。
ハ
ン
ス
随
ユ
ル
ゲ
ン
・

ケ
ル
ナ
ー
は
、
一
九
七
七
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授
と
な
り
、
特

に
、
ド
イ
ツ
保
護
観
察
協
会
に
関
与
し
、
活
躍
し
、
そ
の
優
れ
た
語

学
力
を
生
か
し
、
パ
リ
に
本
部
の
あ
る
国
際
犯
罪
学
会
の
学
術
委
員

長
、
会
長
を
歴
任
し
、
一
九
八
五
年
に
は
、
引
退
し
た
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
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1
の
後
継
者
と
し
て
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
と
な
り
、
古
巣

の
同
大
学
犯
罪
学
研
究
所
長
と
な
っ
た
。
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ア
イ
ゼ
ン

ベ
ル
ク
は
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
と
な
り
、
犯
罪
学
の
著
書

（
五
版
　
一
一
〇
〇
〇
年
）
、
特
に
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
少
年
裁

判
所
法
の
注
釈
書
（
九
版
　
二
〇
〇
二
年
）
で
名
声
を
得
て
い
る
。

イ
ェ
ル
ク
随
マ
ル
テ
ィ
ン
・
イ
ェ
ー
レ
は
、
一
九
八
六
年
に
新
設
さ

れ
た
ウ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
の
犯
罪
学
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
と
な
り
、

幾
多
の
優
れ
た
業
績
を
残
し
、
一
九
九
五
年
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学

教
授
に
転
じ
た
シ
ェ
ッ
ヒ
の
後
任
と
し
て
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学

教
授
と
な
り
、
犯
罪
学
・
行
刑
学
研
究
所
長
に
就
任
し
た
。
ミ
ヒ
ャ

エ
ル
・
ボ
ッ
ク
は
、
一
九
八
五
年
に
、
引
退
し
た
メ
ル
ゲ
ン
の
後
任

と
し
て
マ
イ
ン
ツ
大
学
教
授
と
な
り
、
犯
罪
学
の
著
書
（
二
版
　
二

〇
〇
〇
年
）
、
べ
ー
ム
教
授
と
共
に
、
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
教
授
の
主
著

犯
罪
学
の
五
版
（
一
九
九
七
年
）
の
改
定
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ロ
ェ
ー
ス
ナ
ー
は
、
裁
判
官
等
、
実
務

家
を
経
験
し
た
後
、
一
九
八
五
年
か
ら
、
研
究
所
の
助
手
を
し
て
い

た
が
、
一
九
八
八
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
シ
ェ
ッ
ヒ
の
研
究

所
に
移
り
、
研
究
と
教
育
に
従
事
し
、
一
九
九
三
年
に
、
ハ
ッ
レ
大

学
教
授
と
な
り
、
「
加
害
者
・
被
害
者
和
解
」
の
専
門
家
と
し
て
多

く
の
業
績
を
残
し
、
一
九
九
八
年
に
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
教
授

に
転
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
門
下
の
人

脈
は
、
ド
イ
ツ
犯
罪
学
の
主
流
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
　
カ
イ
ザ
ー
と
シ
ェ
ッ
ヒ
の
手
に
な
る
二
著
を
紹
介
す
る
。
「
犯

罪
学
少
年
刑
法
行
刑
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
大
学
改
革
の
一
環

と
し
て
、
法
学
部
学
生
の
国
家
試
験
の
受
験
科
目
の
改
正
が
あ
り
、

選
択
科
目
が
整
理
さ
れ
た
際
、
刑
事
法
の
分
野
に
こ
の
三
科
目
が
選

択
科
目
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
本
書
は
、
法
学
学
習
コ
ー
ス
（
冒
－

二
豊
ω
9
R
ω
ε
9
窪
犀
自
ω
）
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
、
一
九

七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
類
書
に
は
、
d
三
9
田
ω
窪
び
R
堕

囚
ユ
ヨ
ぎ
o
一
〇
讐
①
し
仁
鵬
窪
房
け
轟
坤
①
9
“
ω
霞
畦
＜
o
＝
N
g
鵬
。
①
’
＞
亀
一
こ

8
8
旧
＝
虫
ぎ
　
』
仁
p
咳
＝
お
堕
）
“
男
巴
8
　
N
一
』
ヨ
　
≦
鋤
巨
壁
3

区
ユ
ヨ
ぎ
o
一
〇
笹
①
』
仁
鵬
窪
α
雪
『
鉱
お
o
窪
oo
q
亀
＜
o
｝
一
N
⊆
の
。
N
。
＞
三
一
こ

一
〇
〇〇
〇
〇
“
＝
m
霧
』
o
霧
三
ヨ
ω
3
器
こ
①
『
）
囚
ユ
ヨ
ぎ
o
一
〇
臓
P
ω
．
》
亀
一
’
）

一
〇
〇
鱒
α
R
ω
こ
　
㍉
＝
篶
昌
α
ω
q
駄
『
①
o
算
　
≦
罵
冨
魯
緯
房
ω
賃
鉱
『
Φ
o
窪

望
轟
才
o
＝
N
轟
』
、
＞
⊆
準
曽
這
旨
等
が
あ
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ら
の

中
で
内
容
的
に
最
も
新
し
い
。

　
手
元
に
あ
る
三
版
（
二
五
七
頁
）
、
四
版
（
二
七
三
頁
）
と
比
べ

る
と
、
新
版
の
頁
数
は
二
七
六
頁
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
改
定
で
は

な
い
。
だ
が
、
項
目
数
は
、
前
版
が
二
〇
項
目
で
あ
っ
た
の
が
一
六

項
目
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
項
目
（
一
ー
三
）
で
、
犯
罪
と
刑
罰

に
関
す
る
理
論
や
研
究
方
法
の
説
明
を
整
理
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
続

く
項
目
（
四
－
六
）
で
、
責
任
能
力
、
改
善
・
保
安
処
分
及
び
そ
れ
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に
関
連
す
る
最
近
の
危
険
な
性
的
犯
罪
者
に
対
す
る
立
法
を
考
慮
し

た
こ
と
［
前
著
で
は
、
七
「
精
神
病
質
事
例
」
と
九
「
社
会
治
療
事

例
」
に
分
け
て
い
た
の
を
五
「
性
癖
犯
人
事
例
」
に
ま
と
め
て
い

る
］
、
ド
イ
ツ
統
一
前
に
起
き
た
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
を
越
境
し
た
者

を
射
殺
し
た
旧
東
独
の
兵
士
の
事
件
」
［
前
著
で
は
一
七
「
強
制
収

容
所
暴
行
事
件
」
を
扱
っ
て
い
た
］
を
取
り
入
れ
た
こ
と
な
ど
、
問

題
点
を
整
理
し
、
内
容
的
に
一
層
洗
練
す
る
べ
く
努
め
て
い
る
。

　
新
版
を
手
に
し
て
、
一
九
八
六
年
冬
学
期
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大

学
の
シ
ェ
ッ
ヒ
の
研
究
所
で
見
聞
し
た
事
を
思
い
出
し
た
。
ま
さ
に

そ
の
頃
、
本
書
の
三
版
の
改
訂
作
業
中
で
あ
っ
た
。
助
手
た
ち
が
、

手
分
け
し
て
、
立
法
・
判
例
・
学
説
の
動
き
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
原
稿

の
書
き
換
え
に
没
頭
し
て
い
た
。
判
例
集
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
関

連
事
項
を
メ
モ
書
き
し
、
新
刊
の
著
書
・
論
文
に
目
を
通
し
、
旧
版

の
頁
の
コ
ピ
ー
に
記
入
す
る
作
業
を
し
て
い
た
。
助
手
を
キ
ャ
ッ
プ

に
、
副
手
（
ω
ε
号
筥
一
零
ぎ
田
野
ξ
餌
ε
を
動
員
し
、
丹
念
か
つ

細
心
の
注
意
を
も
っ
て
改
定
の
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

ド
イ
ツ
の
教
授
の
研
究
室
で
は
、
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
る

が
、
組
織
的
に
学
問
を
推
進
す
る
た
め
に
は
』
将
功
な
り
て
万
骨

枯
る
」
と
い
う
の
は
オ
ー
バ
ー
で
あ
る
が
、
研
究
補
助
者
が
一
体
と

な
っ
て
当
た
る
テ
ィ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
凄
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
風
景

で
あ
る
。
こ
の
修
練
を
通
じ
て
、
助
手
や
副
手
の
中
か
ら
、
教
授
に

認
め
ら
れ
、
学
位
論
文
を
書
く
機
会
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
教

授
資
格
を
取
得
す
る
論
文
の
執
筆
許
可
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
手
順

を
経
て
、
優
れ
た
論
文
と
後
継
者
が
生
み
出
さ
れ
る
。
一
種
の
徒
弟

制
度
で
は
あ
る
が
、
学
問
的
生
産
性
と
い
う
点
で
は
、
我
が
国
で
は

真
似
の
出
来
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　
こ
の
著
作
は
、
「
法
学
学
習
コ
ー
ス
」
の
一
冊
で
あ
り
、
各
項
目

毎
に
、
ま
ず
詳
し
い
事
案
を
挙
げ
、
設
問
が
続
き
、
模
範
解
答
を
示

す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
国
家
試
験
の
「
論
文
式
問

題
」
の
た
め
の
模
擬
試
験
参
考
書
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
事
案
は
、

日
本
の
類
書
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
か
な
り
詳
細
で
あ
る
。
模
範
解
答

に
は
、
最
近
の
立
法
動
向
、
判
例
の
動
き
、
学
説
が
詳
細
に
説
明
さ

れ
、
巻
末
の
文
献
集
が
詳
細
で
あ
り
（
二
二
頁
）
、
受
験
生
の
勉
学

に
有
用
な
手
引
き
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
試
験
受
験
用
の
参
考
書
で

は
あ
る
が
、
関
連
資
料
の
検
索
、
論
文
の
構
成
な
ど
、
ド
イ
ッ
の
刑

事
政
策
に
関
心
を
持
つ
院
生
や
若
手
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
十
分
参

考
に
値
す
る
著
作
で
あ
る
。
詳
細
に
わ
た
る
紹
介
は
省
略
す
る
が
、

項
目
五
－
七
を
読
め
ば
、
直
近
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
能
力

論
、
処
分
論
、
そ
れ
と
関
連
す
る
「
危
険
性
の
予
測
の
問
題
」
に
つ

い
て
適
切
か
つ
詳
細
な
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
も
っ
と
も
、

学
問
的
に
は
「
行
刑
綱
要
」
の
叙
述
を
参
照
す
る
方
が
良
い
で
あ

ろ
う
。
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四
　
行
刑
に
関
す
る
綱
要
（
冨
ぼ
σ
⊆
3
）
の
初
版
（
一
九
七
四

年
）
は
、
カ
イ
ザ
ー
、
シ
ェ
ッ
ヒ
、
ア
イ
ト
（
＝
、
甲
田
祭
）
、
ケ

ル
ナ
ー
の
四
人
の
共
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
ア
イ
ト
は
、
当
時
、

テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
犯
罪
学
研
究
所
の
助
手
で
、
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー

の
指
導
の
下
で
ア
メ
リ
カ
の
青
少
年
犯
罪
者
の
社
会
内
処
遇
に
関
す

る
論
文
（
一
九
七
三
年
）
で
学
位
を
取
得
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
実

務
に
転
じ
、
現
在
、
コ
ー
ブ
ル
ク
で
弁
護
士
を
し
て
い
る
。
本
書
は
、

四
版
が
一
九
九
二
年
に
出
て
い
る
が
、
一
九
九
一
年
に
は
、
新
書
版

の
「
行
刑
　
四
版
」
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
。
新
書
版
の
構
成
、
内
容

な
ど
、
「
綱
要
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
学
生
の
受
験
を
意
識
し
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
叙
述
に
な
っ
て
い
た
［
そ
の
初
版
は
、
一
九
七
八
年

の
「
綱
要
」
二
版
を
圧
縮
し
た
形
で
、
二
版
と
銘
打
っ
て
同
年
に
出

版
さ
れ
た
］
。
「
綱
要
　
五
版
」
で
は
、
共
著
者
か
ら
、
ケ
ル
ナ
ー
の

名
が
消
え
た
。
序
文
に
よ
る
と
、
ケ
ル
ナ
ー
か
ら
、
多
く
の
項
目
に

つ
い
て
改
定
に
関
す
る
内
容
豊
富
な
原
稿
や
関
連
す
る
デ
ー
タ
な
ど

が
提
供
さ
れ
た
が
、
内
外
の
仕
事
に
時
間
を
取
ら
れ
、
十
分
な
協
力

が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
共
著
者
か
ら
下
り
る
と
の
申
し
出
が
あ
り
、

了
承
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
ケ
ル
ナ
ー
は
、
相
変
わ
ら

ず
、
ド
イ
ツ
の
犯
罪
学
者
の
代
表
と
し
て
国
際
的
な
活
動
を
続
け
る

一
方
、
ド
イ
ツ
保
護
観
察
協
会
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
犯
罪
防
止
・
犯
罪

者
保
護
財
団
（
O
①
暮
零
箒
ω
課
9
躍
旨
『
く
R
耳
g
訂
霧
く
牢

暮
ε
轟
⊆
区
ω
霞
駄
敬
＝
眞
窪
三
一
8
）
の
代
表
者
の
任
に
あ
り
、
超

多
忙
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
こ
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
と
の
関
連
で
指

摘
し
た
い
の
は
、
前
著
で
は
、
各
章
の
執
筆
者
に
つ
い
て
は
序
文
の

後
の
頁
に
一
括
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
新
著
で
は
、
各
章
の
欄

外
に
執
筆
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
ッ
ヒ
の
場
合
は
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
の
犯
罪
学
研
究
所
の
豊
富
な
研
究
補
助
ス
タ
ッ
フ
が
動
員

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
カ
イ
ザ
ー
の
場
合
、
定
年
退
職
後
、
マ
ッ

ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
助
手
た
ち
が
、
前
官
礼
遇
に
よ
り
、
改

定
に
全
面
協
力
を
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
直
系
の
弟

子
の
ハ
ン
ス
目
イ
ェ
ル
ク
・
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
を
後
継
者
に
残
し
た
こ

と
は
、
定
年
後
に
研
究
を
継
続
す
る
う
え
で
、
重
要
な
意
味
が
あ
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
内
容
。
前
著
と
比
べ
本
文
で
約
七
〇
頁
削
減
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
、
行
間
を
詰
め
て
い
る
の

で
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
内
容
的
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
子
細
に
検
討
す
る
と
、
叙
述
の
重
点
を
変
え
、
明
確
な

問
題
意
識
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
前
著
と
変
わ

っ
た
部
分
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
第
一
部
「
行
刑
の
概
念
、
歴
史
、

目
標
」
は
、
前
著
の
第
一
部
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
が
、
行
刑
の
歴
史

的
発
展
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
動
き
を
順
序
だ
て
て
説
明
し

（
九
i
六
〇
頁
）
、
外
国
に
お
け
る
動
向
を
一
ニ
カ
国
に
つ
い
て
概
観
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し
て
い
る
の
が
新
機
軸
で
あ
る
（
六
一
－
七
七
頁
）
。
第
四
章
に

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
刑
の
現
状
と
問
題
」
（
二
一
〇
ー
一
五
五
頁
）

と
い
う
項
目
を
設
け
、
従
来
、
あ
ち
こ
ち
で
な
さ
れ
て
い
た
説
明
を

一
カ
所
に
ま
と
め
て
叙
述
し
た
事
も
、
利
用
者
に
は
便
利
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
一
部
に
第
五
章
「
行
刑
の
一
般
原
則
」
（
一
五
六
ー
二

二
二
頁
）
を
加
え
、
前
著
の
第
二
部
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
章
を
移
し

て
い
る
の
も
、
説
明
と
し
て
は
分
か
り
や
す
い
。
前
著
で
は
、
第
二

部
は
「
行
刑
の
法
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
冒
頭
の
第
五
章
が
新
版

で
は
、
第
一
部
の
第
五
章
と
な
り
、
前
著
に
散
在
し
て
い
た
論
点
を

整
理
し
こ
こ
に
ま
と
め
た
。
第
二
部
「
行
刑
の
法
的
形
成
」
の
冒
頭

に
、
第
六
章
「
行
刑
の
目
標
と
形
成
の
諸
原
則
」
（
二
三
〇
1
二
五

二
頁
）
が
置
か
れ
、
前
著
の
第
一
部
に
あ
っ
た
第
四
章
「
行
刑
の
目

標
と
目
標
の
葛
藤
」
が
そ
こ
に
移
さ
れ
て
い
る
。
第
七
章
「
行
刑
に

お
け
る
特
別
な
権
利
と
義
務
」
（
二
五
三
－
三
四
六
頁
）
は
、
前
著

の
第
六
章
を
敷
延
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
最
近
問
題
と

な
っ
て
い
る
「
行
刑
に
お
け
る
デ
ー
タ
保
護
」
（
三
三
六
－
三
三
七

頁
）
を
小
項
目
と
し
て
別
建
て
に
し
、
詳
し
い
叙
述
が
な
さ
れ
て
い

る
。
第
三
部
「
行
刑
の
シ
ス
テ
ム
と
機
構
」
は
、
前
著
で
は
、
第
三

部
「
行
刑
の
シ
ス
テ
ム
と
機
構
」
、
第
四
部
「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の

行
刑
」
と
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
た
が
、
新
著
で
は
、
こ
れ
を
一

本
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
で
、
前
著
で
か
な
り
詳
し

く
説
明
さ
れ
て
い
た
「
治
療
的
な
刑
の
執
行
」
の
部
分
が
か
な
り
簡

略
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る

刑
事
政
策
の
変
化
、
特
に
「
処
遇
行
刑
」
の
情
熱
が
冷
め
、
過
剰
収

容
に
よ
る
重
圧
と
「
社
会
復
帰
思
想
へ
の
懐
疑
」
が
処
遇
に
関
す
る

叙
述
を
抑
制
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
　
　
行
刑

に
関
す
る
憲
法
裁
判
所
と
国
際
人
権
裁
判
所
の
判
例
と
を
意
識
せ
ね

ば
な
ら
な
い
状
況
が
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
法
の
研
究
者
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
　
　
、
行
刑
と
人
権
、
行
刑
に
関
連
す
る
手
続

法
の
問
題
点
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
（
一
九
二
－
一

九
六
頁
、
三
六
一
－
三
八
八
頁
）
。
他
方
、
過
剰
収
容
と
い
う
現
実

の
圧
力
と
「
小
さ
な
政
府
」
の
要
請
へ
の
対
応
に
直
面
し
、
「
行
刑

の
私
企
業
化
」
（
一
九
六
ー
二
〇
三
頁
）
の
問
題
が
避
け
て
通
れ
な

い
。
本
書
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
音
心
す
べ
き
で
あ
る
。

　
私
の
関
心
に
関
連
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
前
著
と
比
べ
、
釈
放
後

の
「
更
生
保
護
」
に
関
連
す
る
記
述
が
か
な
り
圧
縮
さ
れ
た
の
は
、

い
さ
さ
か
残
念
で
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
の
刑
事
政
策
は
、
一
九
九
八
年
の
「
危
険
な
性
犯
罪
者
対

策
法
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
動
き
の
一
部
が
軌
道
修
正
さ
れ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
叙
述
を
検
討
し
た
い
。
良
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
イ
ザ
ー
も
シ
ェ
ッ
ヒ
も
、
一
九
六
九
年
に
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刑
法
典
に
導
入
さ
れ
た
「
社
会
治
療
処
分
（
独
刑
法
旧
六
五
条
）
」

の
刑
事
政
策
的
意
義
を
評
価
し
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
て
い
た
。
特

に
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
テ
ー
ゲ
ル
司

法
執
行
施
設
で
の
実
験
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
初
め
、
社
会
治
療
施
設
の

充
実
と
強
化
に
協
力
し
て
い
た
。
「
社
会
治
療
処
分
」
は
、
財
政
上

の
理
由
等
に
よ
り
、
一
九
八
四
年
の
「
行
刑
法
一
部
改
正
法
」
に
よ

り
、
改
善
・
保
安
処
分
と
し
て
は
廃
止
さ
れ
、
刑
の
執
行
方
法
と
し

て
、
行
刑
法
九
条
に
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
の
改
正
で
、

危
険
な
性
犯
罪
行
為
者
に
対
す
る
特
別
な
処
遇
方
法
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
。
一
九
八
四
年
の
改
正
に
際
し
て
、
「
社
会
治
療
」
の
重

要
性
を
説
い
て
い
た
の
は
、
こ
の
二
人
で
あ
っ
た
。
本
書
の
四
一
四

頁
以
下
の
「
社
会
治
療
施
設
」
は
、
そ
の
現
状
を
示
し
、
今
な
お
、

必
要
と
さ
れ
る
収
容
定
数
の
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

社
会
復
帰
の
必
要
性
が
あ
り
、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
受
刑
者
に
対
し
、

特
別
な
治
療
方
法
と
社
会
的
援
助
、
そ
し
て
釈
放
後
に
専
門
的
な
保

護
を
す
る
の
に
十
分
な
態
勢
を
整
え
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
社
会
治
療
に
適
し
た
被
収
容
者
を
、
そ
の
処
遇
に
適
し

た
施
設
に
収
容
し
、
社
会
復
帰
後
の
社
会
生
活
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
戻

れ
る
よ
う
、
社
会
適
応
性
を
回
復
す
べ
く
訓
練
し
、
社
会
内
で
の
適

切
な
受
け
皿
が
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
「
社
会
治
療
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
多
様
で
あ

る
。
行
刑
法
に
定
義
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
施
設
毎
に
、
社
会
治
療

の
形
式
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
被
収
容
者
の
適
性
に
応

じ
て
社
会
復
帰
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
す
る
に
は
、
具
体
的
な
処
遇
方

法
が
施
設
毎
に
異
な
っ
て
い
る
ほ
う
が
相
応
し
い
と
の
指
摘
は
重
要

で
あ
る
。
カ
イ
ザ
ー
は
、
最
近
、
次
々
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
「
社
会

治
療
施
設
」
の
被
収
容
者
に
関
す
る
実
証
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
、

収
容
期
間
、
個
別
的
な
処
遇
方
法
の
有
効
性
に
関
し
て
説
得
的
な
コ

メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
「
社
会
治
療
」
に
関
す
る
情
報
は
、
研
究

者
・
実
務
家
の
最
新
の
研
究
業
績
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
、
具
体
的
な

提
案
に
即
し
た
判
断
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
昔
前
の
情
報
で
は
な

く
、
現
在
の
問
題
提
起
に
即
し
た
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の

刑
事
政
策
研
究
の
分
野
で
の
第
一
人
者
を
目
指
す
者
に
は
、
ク
ラ
ウ

ス
・
ラ
ウ
ベ
ン
タ
ー
ル
の
「
行
刑
　
三
版
」
（
二
〇
〇
二
年
）
、
ベ
ル

ン
ト
ー
デ
ィ
ー
タ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
「
刑
事
制
裁
」
（
二
〇
〇
一

年
）
、
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ト
レ
ン
グ
の
「
刑
事
制
裁
　
二
版
」
（
二
〇

〇
二
年
）
で
扱
わ
れ
て
い
る
関
連
箇
所
を
慎
重
に
検
討
す
る
努
力
が

不
可
欠
で
あ
る
。

五
　
私
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
紹
介
で
、
ハ
ン
ス
・

ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
と
知
り
合
っ
た
。
同
氏
は
、
二
度
来
日
し
、
日
本
と

の
学
術
交
流
に
努
力
さ
れ
た
。
一
九
六
九
年
に
、
そ
の
研
究
所
を
訪

問
し
た
際
に
、
カ
イ
ザ
ー
と
知
り
合
い
、
一
九
七
三
年
に
シ
ェ
ッ
ヒ
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と
知
り
合
っ
た
。
既
に
紹
介
し
た
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
犯
罪
学

研
究
所
で
助
手
を
勤
め
、
研
究
者
と
な
っ
た
殆
ど
の
ス
タ
ッ
フ
は
、

そ
の
後
の
訪
問
で
出
会
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
中
谷
理
子
名
誉
教
授

も
、
医
事
法
の
研
究
の
た
め
、
ゲ
ッ
ピ
ン
ガ
ー
を
訪
ね
、
そ
の
研
究

所
に
滞
在
さ
れ
た
と
き
、
同
じ
よ
う
に
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
と
人
的
交

流
を
持
た
れ
た
。
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
と
因
縁
浅
か
ら
ぬ
二
人
の

研
究
者
の
努
力
で
、
犯
罪
学
・
刑
事
政
策
学
の
研
究
と
教
育
に
多
大

の
寄
与
を
果
た
す
と
期
待
さ
れ
る
立
派
な
著
作
が
装
い
も
新
た
に
登

場
し
た
こ
と
を
祝
福
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
澤
　
浩
一
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